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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

2016年６月24日に提出している第57期（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正すべき事項があり、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものである。

　

２ 【訂正事項】

 第一部 企業情報

　 第２ 事業の状況　

　　 １ 業績等の概要

 
３ 【訂正箇所】

 訂正箇所は　を付して表示している。

 第一部【企業情報】

第２【事業の状況】　

１【業績等の概要】

 
　(訂正前)

(3) 並行開示

　IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれ

らに相当する項目との差異に関する事項については、日本基準に基づく連結財務諸表を作成しておらず、差異の金額

を算定することが困難であるため、次のとおり定性的な情報を記載している。

 
(のれんの償却に関する事項)

　日本基準では、効果の及ぶ期間にわたってのれんを償却することが求められる。IFRSでは、のれんの償却を行わ

ず、毎期減損テストを実施している。

(退職給付に係る費用)

　日本基準では、発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用を一定の期間で償却することが求められる。IFRSで

は、発生した数理計算上の差異はその他の包括利益として認識し、過去勤務費用は純損益として認識している。

 
　(訂正後)

(3) 並行開示

　IFRSにより作成した連結財務諸表における主要な項目と日本基準により作成した場合の連結財務諸表におけるこれ

らに相当する項目との差異に関する事項

 
(のれんの償却に関する事項)

　日本基準では、効果の及ぶ期間にわたってのれんを償却していたが、IFRSではのれんの償却を行わないため、IFRS

では日本基準に比べて「販売費及び一般管理費」が当連結会計年度において17億67百万円減少している。

(退職給付に係る費用)

　日本基準では、発生した数理計算上の差異及び過去勤務費用を一定の期間で償却していた。IFRSでは、発生した数

理計算上の差異はその他の包括利益として認識し、過去勤務費用は純損益として認識することが求められている。そ

のため、IFRSでは日本基準に比べて「売上原価」及び「販売費及び一般管理費」合計が当連結会計年度において４億

81百万円減少している。
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